
令和４年度事業環境変化対応型支援事業 

電子帳簿保存法 

 

 
 
 
 
２０２４年（令和６年）１月より猶予期間が終了し、 

すべての企業が対象となる改正電子帳簿保存法が始まります 

準備はできましたか？ 

 

 

 

本セミナーでは電子帳簿保存法の直前の対策を分かりやすく解説します。 

全ての事業者が関わる制度変更です。 

対応に不安を感じている方は、ぜひご参加ください。 

日  時  令和５年 １２月２１日（木） １５：００～１７：００ 

会  場  邑楽町共同福祉施設 ２階 研修室 （邑楽町商工会館西隣） 

講  師   税理士 青田 多恵乃 先生 （青田多恵乃税理士事務所） 

定  員   １５名（先着順） 

申  込  下記申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ等でお申込み下さい。 

問い合せ ： 邑楽町商工会  TEL 0276-88-0082 

セミナー内容 

■ 電子保存の義務化となる取引とは？     ■ 事業者に求められている保存方法とは？ 

■ 保存の際の注意点とは？ 

電子帳簿保存法対策セミナー 参加申込書 

事業所名  

参加者名  

Ｔ Ｅ Ｌ  Ｆ Ａ Ｘ  

※ご記入いただいた個人情報につきましては、本セミナー以外の目的には利用致しません。 

※ご参加の際は、検温・マスクの着用・手指消毒にご協力ください。 

お申込み先 邑楽町商工会あて  FAX ０２７６－８９－０５６３ 

受講料 

無料 

どんな影響が 

     あるの？ 

 

事業者に求められる 

     内容は？ 
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※紙で受け取った“紙の書類”は、従来同様、紙で保存することが可能です。 


